
豊田市東部給食センター 事業者対象施設見学会案内 
 
１．日程・対象者 

＜日 時＞ 令和７年３月２６日（水） 
午前９時３０分から午後４時のうち、１時間程度 

＜場 所＞  豊田市東部給食センター（豊田市東山町 6 丁目 1089 番地） 
＜対象者＞ 本市の入札参加資格者名簿に登録があり、事業の実施主体と

なる意向を有する民間事業者（法人又は法人のグループ） 
・調理事業者 
・配送事業者 
・施設等の保守管理事業者 
・厨房機器メーカー 等 

２．対象施設の概要および見学会実施における基本事項 
（１） 対象施設の情報 

「参考資料」施設概要（東部給食センターパンフレット）のとおり。 
（２） 見学できるところ 

・調理場、共用部（事務所など一部対象外の室があります。） 
・屋外施設（配送車駐車場 など） 

（３） 入札公募時における市の基本的な考え方 
・「参考資料」の業務方針のとおり。 

３．参加申込み 
「01 エントリーシート」に必要事項を記入し、ファイル名の最後に事業者

名を記入したものを電子メールへ添付の上、申し込み期限までに下記申込先
へ提出してください。なお、電子メールの件名は「施設見学会参加申込（事
業者名）」としてください。 

＜申込先＞  豊田市教育委員会 教育部 保健給食課 給食担当 
Ｅメール︓kyushoku-pfi@city.toyota.aichi.jp 

＜申込期限＞ 令和７年３月１８日（火）午後５時まで 
※申込み後、調整の上、見学時間等を電子メールで御連絡します。 
 

４．留意事項（必ず確認のうえ、御参加ください。） 
（１） 見学会の注意事項 

・日程調整の結果、複数の事業者様を同時に実施する場合があります。 
・当日は、見学会の２週間以内の検便検査結果証明書（赤痢菌・サルモネ



ラ属菌・病原性大腸菌Ｏ-１５７・ノロウイルス）を提出し、清潔な白
衣、上履等、調理場に入場可能な身なりを整えてください（貸出しはあ
りません。）。 

・当日、体調不良の方の入場はお断りします。  
（２） 入札における本見学会の取扱い 

・本見学会の参加実績は、入札参加条件及び評価の対象とはなりません。 
（３） ヒアリング等への協力 

・本見学会終了後、必要に応じてヒアリング（文書の照会含む）やアンケ
ートを実施させていただく場合があります。 

（４）見学会における質問等 
 ・見学会参加時には、質疑への回答は行いません。 

・見学会に参加した結果、質問等がある場合は、「02 施設見学会 質問
書」に必要事項を記入し、ファイル名の最後に事業者名を記入したもの
を電子メールへ添付の上、期間内に下記へ御提出ください。なお、電子
メールの件名は「施設見学会質問（事業者名）」としてください。回答
期限内に各事業者様へ回答します。 
※施設見学会に御参加いただいた事業者様の質問等のみ受付けます。 

＜提出先＞ 豊田市教育委員会 教育部 保健給食課 給食担当 
Ｅメール︓kyushoku-pfi@city.toyota.aichi.jp 

＜提出期間＞  
令和７年３月２６日（水）から３月２８日（金）午後５時まで 

＜回答期限＞ 令和７年４月１１日（金） 
（５）感染症の感染拡大防止について 

・当日は、マスクの着用や手指のアルコール消毒等に御協力ください。 
・本市の感染症等の状況により、開催を中止する場合があります。 

５．問合せ先 
 教育部 保健給食課 給食担当 

 〒471－8501 豊田市西町 3 丁目６０番地 
電話  （0565）34－6663 
FAX  （0565）34－6824 
メールアドレス  kyushoku-pfi@city.toyota.aichi.jp 
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